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基
本
権
の
実
効
的
保
護
（
三
・
完
）

西
独
基
本
法
一
九
各
四
項
の
解
釈
論
を
手
が
か
り
と
し
て笹

　
田
　
栄
　
司

は
じ
め
に

第
一
節
　
　
”
実
効
的
権
利
保
護
”
保
障
の
系
譜
8
－
D
O
G
判
決
〔
一
九
六
八
〕
以
前

第
二
節
　
　
”
実
効
的
権
利
保
護
”
保
障
の
系
譜
口
I
D
．
O
G
判
決
以
降
（
ミ
ユ
ル
ハ
イ
ム
ー
ケ
ル
リ
ッ
ヒ
決
定
〔
一
九
七
九
〕
以
前
）
（
以
上
五
三

　
　
　
巻
二
号
）

第
三
節
　
　
”
実
効
的
権
利
保
護
”
保
障
の
系
譜
日
ー
ミ
ユ
ル
ハ
イ
ム
ー
ケ
ル
リ
ッ
ヒ
決
定
以
降
（
以
上
五
三
巻
三
号
）

第
四
節
　
基
本
法
一
九
条
四
項
の
保
障
す
る
実
効
的
権
利
保
護
の
分
析
（
以
下
本
号
）

説論

一二三四五

実
体
基
本
権
と
基
本
法
一
九
条
四
項
の
関
係
に
つ
い
て
の
諸
見
解

実
体
基
本
権
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
の
分
析

基
本
法
一
九
条
四
項
の
固
有
の
意
義

基
本
法
一
九
条
四
項
の
実
効
的
権
利
保
護
の
内
容

裁
判
手
続
と
行
政
手
続
の
関
連
i
訴
訟
排
除
効
に
つ
い
て

お
わ
り
に
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説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
棚

論
　
　
　
第
四
節
　
基
本
法
［
九
条
四
項
の
保
障
す
る
”
実
効
的
権
利
保
護
”
の
分
析
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
朗

　
　
　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
基
本
法
一
九
条
四
項
の
保
障
す
る
実
効
的
権
利
保
護
の
分
析
に
と
っ
て
は
、
実
q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瀦

　
　
体
的
基
本
権
と
基
本
法
一
九
条
四
項
の
関
係
を
如
何
に
理
解
す
る
か
が
前
提
作
業
と
な
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
実
体
的
基
本
権
と
基
本

　
　
法
一
九
条
四
項
の
関
係
に
つ
い
て
発
表
さ
れ
て
い
る
見
解
を
紹
介
し
、
そ
の
上
で
実
体
的
基
本
権
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
実
効
的
権
利
保
護

　
　
請
求
権
、
基
本
法
一
九
条
四
項
の
固
有
の
意
義
を
検
討
す
る
．
、
そ
し
て
そ
の
後
に
、
基
本
法
一
九
条
四
項
の
保
障
す
る
”
実
効
的
権
利
保

　
　
護
”
の
内
容
、
裁
判
手
続
と
行
政
手
続
と
の
関
連
を
取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　
一
　
実
体
基
本
権
と
基
本
法
一
九
条
四
項
の
関
係
に
つ
い
て
の
諸
見
解

　
1
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
両
部
の
権
限
分
配
を
根
拠
と
す
る
見
解

　
お
　
基
本
法
一
九
条
四
項
と
実
体
的
基
本
権
を
競
合
関
係
に
置
く
判
例
理
論
が
展
開
さ
れ
た
原
因
と
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ

の
部
の
間
の
権
隈
分
配
が
主
張
さ
れ
る
（
ド
ル
デ
）
。
即
ち
、
第
一
部
は
基
本
法
一
条
か
ら
十
七
条
ま
で
の
解
釈
の
問
題
に
つ
い
て
管
轄

権
を
有
し
、
第
二
部
は
基
本
法
一
九
条
四
項
、
三
三
条
、
一
〇
一
条
、
一
〇
三
条
及
び
一
〇
四
条
の
侵
害
の
み
か
、
ま
た
は
そ
れ
が
基
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
こ

権
の
侵
害
と
と
も
に
主
張
さ
れ
る
憲
法
異
議
の
訴
に
関
し
て
管
轄
権
を
有
す
る
。
従
っ
て
、
「
実
効
的
権
利
保
護
の
憲
法
的
要
請
に
際
し
て
、

第
二
部
が
基
本
法
一
九
条
四
項
、
一
〇
一
条
、
一
〇
三
条
及
び
法
治
国
家
原
理
を
よ
り
一
層
強
く
志
向
す
る
こ
と
は
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
．
）

同
様
に
、
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
を
実
体
的
基
本
権
に
定
位
す
る
こ
と
が
、
本
質
的
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
一
部
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ

た
こ
と
も
意
外
で
は
な
い
」
。



基本権の実効的保護（三・完）　（笹田）

　
第
二
に
、
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
部
の
こ
れ
ま
で
の
裁
判
が
、
こ
の
規
範
（
基
本
法
一
九
条
四
項
　
　
笹
田
）
の
意
味
に
お
け
る
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

権
力
は
立
法
で
も
司
法
で
も
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
不
必
要
に
制
限
的
に
解
釈
し
て
き
た
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
部
が

　
　
　
　
コ
ヨ

A
K
U
判
決
に
よ
っ
て
、
基
．
本
法
第
一
九
条
四
項
の
公
権
力
概
念
に
立
法
が
含
ま
れ
な
い
と
し
た
た
め
、
法
律
に
対
す
る
権
利
保
護
は
、

第
一
部
に
よ
っ
て
実
体
的
基
本
権
自
身
の
中
に
そ
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
働
　
第
一
の
点
に
つ
い
て
ヘ
ル
ト
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
内
の
両
部
の
管
轄
権
を
、
「
基
本
法
一
九
条
四
項
と
実
体
的
基
本
権
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

に
つ
い
て
の
憲
法
問
題
に
関
す
る
決
定
的
基
準
と
見
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
何
故
な
ら
、
．
「
第
一
に
、
第
二
部
も
手
続

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

規
律
の
憲
法
適
合
性
の
関
連
で
、
実
体
的
基
本
権
を
顧
慮
し
て
お
」
り
、
「
第
二
に
、
事
務
配
分
の
指
摘
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
と
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

体
的
基
本
権
の
関
係
に
取
り
組
む
こ
と
の
不
可
避
性
か
ら
、
（
論
者
を
　
　
笹
田
）
解
放
す
る
も
の
で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
ラ
ウ
ビ
ン
ガ
ー
は
、
第
二
の
点
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
言
う
。
「
（
憲
法
異
議
の
訴
を
遙
か
に
越
え
て
）
実
効
的
権
利
保
護
が
、

立
法
者
の
行
為
に
対
し
て
も
必
要
と
み
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
噛
そ
れ
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
の
《
公
権
力
》
概
念
が
そ
れ
に
沿

う
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
学
説
の
中
で
大
き
な
潮
流
が
注
目
す
べ
き
議
論
を
伴
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

て
動
き
始
め
て
い
る
。
従
っ
て
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
基
本
法
一
四
条
一
項
一
段
に
依
拠
す
る
必
要
は
な
い
」
。

　
2
　
実
体
的
基
本
権
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
手
続
的
要
請
（
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
）
を
不
要
と
す
る
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
砺

　
ム
テ
ィ
ゥ
ス
も
ま
た
、
1
で
挙
げ
た
二
つ
の
原
因
が
、
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
を
実
体
的
基
本
権
か
ら
引
き
出
す
こ
と
を
正
当
化
す

る
も
の
で
は
な
い
・
と
主
張
す
る
・
荷
故
な
ら
・
抽
象
的
及
び
具
体
的
規
範
統
制
（
基
本
法
九
＝
一
条
頑
二
量
。
。
条
重
・
法
燗

律
に
対
す
る
憲
法
異
議
の
訴
（
基
本
法
九
三
条
一
項
舶
）
に
よ
り
、
部
分
的
に
は
主
観
的
権
利
保
護
に
も
仕
え
る
、
独
立
し
た
裁
判
官
に
侮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
3

よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
性
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
基
本
法
一
九
条
四
項
の
制
限
的
解
釈
は
少
な
く
と
も
立
法
権
に
関
し
て
克



説

服
さ
れ
た
の
だ
か
ら
」
。
さ
ら
に
通
常
裁
判
所
及
び
労
働
裁
判
所
で
の
私
法
上
の
争
訟
に
お
け
る
、
公
正
な
手
続
形
成
の
憲
法
的
保
障
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鵬

た
め
に
は
、
塞
本
塗
9
条
考
の
訴
訟
に
つ
い
て
の
基
本
権
、
基
本
法
三
条
一
項
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
、
訴
訟
関
係
人
に
つ
い
て
凶

の
武
器
平
等
の
原
則
で
十
分
で
あ
る
」
と
す
る
。
か
く
し
て
ム
テ
ィ
ウ
ス
は
、
実
体
的
基
本
権
か
ら
手
続
的
要
請
を
引
き
出
す
必
要
性
を
d

認
め
な
墜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
3

　
べ
ー
ト
ゲ
も
実
体
的
基
本
権
と
基
本
法
一
九
条
四
項
の
競
合
に
つ
い
て
、
「
こ
こ
で
は
、
憲
法
異
議
の
訴
の
手
続
に
お
け
る
保
護
規
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

及
び
直
接
的
な
審
査
基
準
と
し
て
の
基
本
法
一
九
条
四
項
で
十
分
で
あ
る
」
と
す
る
．
、
「
実
体
的
基
本
権
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
の
枠

内
に
お
い
て
、
侵
害
さ
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
権
利
と
し
て
の
み
役
割
を
演
ず
る
。
実
効
的
権
利
保
護
保
障
と
し
て
の
そ
の
意
義
に
お
い
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

実
体
的
基
本
権
の
補
足
的
な
主
張
は
必
要
で
は
な
い
」
と
す
る
。
た
だ
べ
ー
ト
ゲ
は
、
ム
テ
ィ
ウ
ス
と
異
な
り
、
私
人
間
の
民
事
訴
訟
に

関
し
て
は
基
本
法
一
九
条
四
項
の
保
障
が
及
ば
な
い
が
故
に
、
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
所
有
権
保
障
か
ら
直
接
に
憲
法
的
力
を
有
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
い
キ

実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
を
引
き
出
し
た
」
こ
と
は
理
由
が
あ
る
と
す
る
。

　
3
　
べ
ー
マ
ー
の
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ヒ
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

　
ゆ
　
「
強
制
競
売
手
続
に
お
け
る
所
有
権
保
障
」
に
関
す
る
決
定
の
反
対
意
見
の
中
で
、
ベ
ー
マ
ー
は
基
本
法
一
九
条
四
項
と
実
体
的

基
本
権
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
基
本
法
一
九
条
四
項
の
手
続
基
本
権
は
、
基
本
法
一
四
条
一
項
一
段
の
実
体
的
基
本

権
か
ら
直
接
に
引
き
出
さ
れ
る
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
（
じ
σ
＜
①
「
お
国
卜
。
今
ω
⑦
宝
玉
○
一
7
ω
9
茸
。
。
［
し
。
①
一
一
一
ω
タ
一
器
；
恥
。
。
一
誌
9

N
⑩
Σ
ω
ω
ω
】
誌
◎
ω
卜
。
ヨ
ω
ω
島
一
）
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
る
。
基
本
法
一
九
条
四
項
の
出
訴
保
障
が
、
被
侵
益
者
に
対
し
て
、
基
本
法
九
二
条

及
び
九
七
条
の
原
則
を
満
た
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
裁
判
所
へ
の
通
路
を
開
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
は
、
裁
判
所
が

そ
の
と
き
ど
き
の
手
続
の
中
で
、
基
本
権
の
規
範
的
効
力
に
、
実
際
に
、
実
効
性
を
得
さ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。



こ
の
基
本
権
に
も
と
つ
く
権
利
保
護
保
障
は
同
時
に
、
所
有
権
の
剥
奪
が
、
事
実
的
及
び
法
的
関
連
か
ら
そ
の
法
適
合
性
に
つ
い
て
司
法

権
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
る
こ
と
（
参
照
、
じ
u
＜
①
「
お
国
軍
α
．
N
⑩
Σ
ω
ω
ω
一
）
を
要
求
す
る
。
裁
判
所
は
、
憲
法
と
一
致
し
な
い
侵
害
を
為
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
リ

な
い
と
い
う
消
極
的
義
務
の
み
な
ら
ず
、
基
本
権
を
実
現
す
る
と
い
う
積
極
的
義
務
を
も
課
せ
ら
れ
る
」
。

　
さ
ら
に
訴
訟
法
に
つ
い
て
、
「
訴
訟
法
は
、
整
序
さ
れ
た
手
続
を
保
障
す
る
と
い
う
目
的
に
仕
え
る
の
み
な
ら
ず
、
基
本
権
に
と
っ
て

重
要
な
領
域
に
お
い
て
、
具
体
的
事
案
の
中
で
基
本
権
者
に
彼
の
憲
法
上
の
権
利
を
得
さ
し
め
る
手
段
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
手
続

法
の
解
釈
に
つ
い
て
幾
つ
か
可
能
性
が
あ
る
場
合
、
基
本
権
に
実
効
性
を
付
与
す
る
こ
と
を
裁
判
所
に
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
が
選
ば
れ

　
　
　
　
　
　
ね
　

ね
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
働
　
べ
ー
マ
ー
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
は
裁
判
的
保
護
の
機
会
を
創
出
し
、
実
体
的
基
本
権
が
そ
の
と
き
ど
き
の
手
続
に
つ
い
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ぬ
　

内
容
上
の
要
請
を
立
て
る
と
す
る
が
、
果
し
て
両
者
の
関
連
が
そ
れ
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
疑
問
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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4
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
部
の
見
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ご

　
ω
　
第
二
部
は
第
二
次
庇
護
決
定
に
お
い
て
、
基
本
法
一
九
条
四
項
と
実
体
的
基
本
権
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
し
た
。
庇

護
認
定
手
続
は
、
確
か
に
庇
護
権
の
実
現
に
仕
え
る
。
従
っ
て
「
裁
判
手
続
の
形
成
、
解
釈
及
び
運
用
も
、
基
本
法
一
六
条
二
項
二
段
に

照
ら
し
て
行
な
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
個
々
の
実
体
的
な
基
本
権
及
び
そ
の
他
の
憲
法
的
保
障
か
ら
、
裁
判
手
続
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎝

関
す
る
一
般
手
続
法
と
は
異
な
っ
た
、
こ
れ
ら
の
基
本
権
及
び
そ
の
他
の
憲
法
的
保
障
の
（
裁
判
的
）
実
現
の
た
め
の
特
別
の
規
律
を
引

き
出
す
に
つ
い
て
は
・
極
め
て
強
い
抑
制
が
命
じ
ら
れ
て
い
宰
第
二
部
は
・
「
実
体
的
蒙
権
か
ら
は
・
根
本
的
蕉
法
治
国
家
上
放
吻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
サ

棄
さ
れ
え
ぬ
手
続
的
要
請
が
引
き
出
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
3

　
そ
し
て
基
本
法
一
九
条
四
項
に
よ
る
効
果
的
権
利
保
護
の
保
障
に
つ
い
て
は
、
第
二
部
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
こ
の
規
定
は
、
裁
判



モム
rl冊 三

所
の
独
立
（
基
本
法
二
〇
条
二
項
、
三
項
そ
し
て
九
二
条
、
九
七
条
）
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
裁
判
官
（
基
本
法
．
〇
一
条
一
項
）
そ
し

て
裁
判
所
で
の
法
的
聴
聞
（
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
）
の
保
障
、
な
ら
び
に
法
治
国
家
原
理
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
、
そ
の
他
の
諸
要
請
一

般
（
参
照
、
じ
σ
＜
。
三
〇
霧
S
N
こ
・
○
驚
ご
h
∋
．
≦
2
．
一
）
と
共
同
し
て
、
専
門
裁
判
所
で
の
手
続
に
お
け
る
、
基
本
権
の
裁
判
的
保
護
の
中
心

　
　
　
　
　
ゴ
し

的
保
障
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
裁
判
手
続
法
の
規
範
的
形
成
が
、
実
際
的
及
び
法
的
観
点
か
ら
手
続
対
象
の
包
括
的
事
後
審
査
を
、
さ
ら

に
権
利
保
護
の
要
請
に
詣
っ
た
決
定
様
式
及
び
そ
の
効
果
を
保
障
し
て
い
る
限
り
で
、
基
本
法
一
九
条
四
項
な
ら
び
に
そ
の
と
き
ど
き
の

実
体
的
基
本
権
か
ら
生
じ
る
保
護
請
求
権
は
原
則
的
に
満
さ
れ
て
い
る
．
、
こ
う
い
つ
た
第
二
部
の
考
え
方
の
背
後
に
は
、
「
そ
の
と
き
ど

き
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
権
利
（
基
本
権
も
含
め
て
）
に
従
っ
て
、
一
般
裁
判
手
続
を
ア
ク
テ
ィ
オ
法
的
手
続
へ
と
解
消
す
る
」
こ
と
に

対
す
る
恐
れ
が
看
取
さ
れ
る
。
か
く
し
て
第
二
部
は
、
「
基
本
法
一
九
条
四
項
の
保
障
及
び
手
続
基
本
権
を
越
え
て
、
裁
判
手
続
法
形
成

に
つ
い
て
実
体
的
基
本
権
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
具
体
的
な
規
範
的
帰
結
」
を
、
極
め
て
限
定
的
に
、
即
ち
、
特
別
の
事
情
が
存
し
、
法
治

国
家
上
放
棄
さ
れ
え
ぬ
、
十
分
な
権
利
保
護
に
つ
い
て
の
必
要
条
件
が
、
さ
も
な
く
ば
も
は
や
与
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　
　

義
的
に
明
ら
か
に
な
る
場
合
に
の
み
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
図
　
第
二
部
の
見
解
は
、
確
か
に
外
面
的
に
は
、
実
体
的
基
本
権
か
ら
直
接
引
き
出
さ
れ
る
請
求
権
の
独
自
性
を
維
持
す
る
も
の
で
あ

る
・
し
か
し
そ
れ
は
・
実
体
的
基
本
権
が
与
え
る
影
響
の
力
点
を
明
ら
か
に
基
本
法
充
実
四
項
の
内
部
に
移
し
て
お
％
先
の
べ
↓
－

の
見
解
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
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ま
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は
ラ
ウ
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ガ
ー
は
、
行
政
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続
に
つ
い
て
の
手
続
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要
請
を
実
体
的
基
本
権
か
ら
引
き
出
そ
う
と

　
　
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
理
論
構
成
を
、
全
く
無
用
の
も
の
と
考
え
る
。
「
何
故
な
ら
、
法
治
国
家
原
理
に
も
と
つ
く
こ
と
が
、
例
え
ば
ウ
レ
が
繰
り
返

　
　
し
支
持
し
て
き
た
よ
う
に
、
本
質
的
に
同
一
の
こ
と
を
も
た
ら
す
の
だ
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讐
σ
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、

（
1
3
）
た
だ
し
ム
テ
イ
ウ
ス
は
行
政
手
続
に
関
し
て
、
実
体
的
基
本
権
に
依
拠
す
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こ
と
を
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乙
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N
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1
8
）
既
に
述
べ
た
ご
と
く
、
ベ
ー
マ
ー
は
こ
の
判
例
理
論
の
指
導
的
人
物
と
目
さ
れ
て
い
る
（
＝
■
－
芝
．
［
偉
。
二
⊆
躍
Φ
「
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ま
7
一
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。
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。
ま
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ゲ
ー
ル
リ
ッ

　
　
ヒ
（
＝
Φ
一
三
⊆
【
O
O
①
「
＝
0
7
）
も
、
べ
ー
マ
ー
が
「
実
体
権
、
手
続
保
護
及
び
権
限
秩
序
の
関
連
を
基
本
法
一
四
条
に
つ
い
て
指
し
示
し
た
」
（
O
「
雪
野
角
耳
①

　
　
巴
ω
〈
①
「
富
7
「
雪
。
。
α
q
9
「
習
二
㊦
コ
．
一
⑩
○
。
卜
。
．
し
り
●
卜
。
Q
。
○
。
φ
〉
＝
∋
．
轟
）
と
評
価
す
る
。

　
　
　
な
お
べ
ー
マ
ー
は
既
に
一
九
七
四
年
の
第
五
〇
回
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
に
お
け
る
討
論
の
中
で
、
基
本
法
一
九
条
四
項
と
実
体
的
基
本
権
の
関
係
に
つ
い

　
　
て
言
及
し
て
い
た
。
べ
ー
マ
ー
は
、
D
O
G
判
決
（
六
八
年
目
、
「
訴
訟
上
の
救
助
を
受
け
る
権
利
」
に
関
す
る
決
定
（
七
三
年
）
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
、

　
　
「
実
効
的
権
利
保
護
は
、
基
本
権
自
身
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
を
、
そ
の
出
発
点
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
「
基
本
法
一
九
条
四
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説論

　
項
に
も
と
つ
く
裁
判
的
保
護
と
の
本
質
的
差
異
が
明
ら
か
に
な
る
（
）
基
本
権
の
構
成
要
素
と
し
て
の
権
利
保
護
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
1
1
ト
も
と
つ
く
権

　
利
保
護
と
同
一
で
は
な
い
」
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＜
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喜
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乙
一
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充
（
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号
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）
二
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』
3
『
一
’
し
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）
．
、
基
本
権
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
は
、
「
事

　
情
に
よ
っ
て
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
の
権
利
保
護
の
可
能
性
を
凌
駕
す
る
も
の
で
あ
る
」
（
：
ぺ
汁
レ
っ
’
「
つ
。
）
と
、
べ
ー
マ
ー
肝
歴
．
ヴ
つ
。
し
カ
し
な
が
ら

　
こ
こ
で
の
べ
ー
マ
ー
の
見
解
は
、
一
見
し
て
わ
か
る
と
お
り
、
基
本
法
一
九
条
四
項
と
実
体
的
基
本
権
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

　
い
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範
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強
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解
釈
が
優
先
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

　
す
る
、
「
基
本
権
の
実
効
性
」
原
理
（
参
照
、
本
稿
第
一
節
の
註
巾
）
が
手
続
法
の
解
釈
レ
ベ
ル
で
姿
を
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
．
、
従
っ
て
こ
の
べ
一

　
　
マ
ー
の
見
解
に
対
す
る
批
判
に
、
か
つ
て
「
基
本
権
の
実
効
性
」
原
理
に
向
け
ら
れ
た
批
判
と
類
似
の
も
の
が
存
す
る
の
も
不
思
議
で
は
な
い
．
、
例
え
ば

　
シ
ェ
ン
ケ
は
、
こ
の
べ
ー
マ
ー
意
見
を
一
般
化
す
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こ
と
に
よ
り
生
ず
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基
本
権
の
極
大
化
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あ
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す
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負
課
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人
の
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し
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し
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基
本
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実
効
化
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る
）
利
益
供
与
と
結
ひ
付
く
」
；
、
「
・
零
ζ
7
（
・
二
ζ
ン
、
一
“
ヨ
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代
的
法
状
況
へ
多
極
的
法
関
係
）
に
適
合
的
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
．
、
即
ち
ベ
ー
マ
ー
の
見
解
は
、
国
家
対
市
民
と
い
・
つ
二
恢
的
法
関
係
に
お
い
て
の

　
み
意
味
を
持
つ
と
言
う
の
で
あ
る
、
．

　
　
さ
ら
に
基
本
権
の
持
つ
手
続
形
成
に
対
す
る
影
響
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
べ
ー
マ
ー
意
見
の
民
事
裁
判
手
続
へ
の
．
般
的
適
用
に
訂
し
て
、
警
告
が
発

　
せ
ら
れ
て
い
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
、
参
照
、
H
の
』
2
三
黛
〉
！
ノ
ベ
一
×
・
「
’
つ
一
（
二
旨
「
三
三
い
三
二
．
三
3
〃
三
充
一
三
て
一
・
。
三
ご
，
2
、
三
「
＼
＼
門
）
φ
）
三
圖
¢
つ
。
≒
Z
に
φ
三
戸
｝
．

〔
2
1
）
ヘ
ル
ト
は
、
こ
の
べ
ー
マ
ー
の
見
解
は
、
「
，
実
体
的
基
本
権
違
反
と
の
関
連
で
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
基
本
法
一
九
条
四
項
に
お
け
る
権
利
保
護
保
障
と
、

　
実
体
的
基
本
権
に
お
け
る
そ
れ
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
」
〔
」
．
＝
戸
・
三
．
：
こ
．
Z
層
刈
つ
・
）
と
す
る
．
べ
ー
マ
ー
の
見
解
の
基
礎
に
あ
る
も

　
の
が
憲
法
上
の
比
例
原
則
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
で
、
は
、
参
照
、
第
二
二
一
6
．
．

へ
”
曲
ご
認
く
戸
・
同
・
h
（
誉
更
）
．
N
頓
一
“

〔
2
3
）
剛
W
＜
2
・
「
（
…
《
ψ
（
）
‘
柴
Ψ
（
ψ

（
2
4
ご
W
＜
¢
「
｛
（
田
2
）
’
球
）
コ
「

（
2
5
）
門
W
く
。
瓜
（
甲
目
⑦
○
．
に
り
①
「

（
2
6
二
W
＜
（
堪
「
（
5
①
（
γ
撃
嵩
’

（
2
7
ヨ
く
二
・
噛
（
ヨ
（
詠
ρ
蚊
）
¶
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
的
権
利
保
護
の
制
度
の
持
っ
て
い
た
、
明
確
性
、
計
篇
吋
能
性
な
ど
が
、
相
当
に
減
少
さ
せ
ら
れ
る
こ 53 （4 ・130） 620



　
と
に
な
る
。
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
基
本
権
保
護
に
む
し
ろ
背
馳
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
（
一
…
＜
Φ
「
｛
O
南
①
O
・
い
○
り
刈
）
。

　
　
ま
た
「
具
体
の
実
体
権
を
個
別
の
訴
権
な
い
し
出
訴
機
能
に
概
念
上
対
応
さ
せ
る
思
考
」
（
小
早
川
光
郎
『
行
政
訴
訟
の
構
造
分
析
』
東
京
大
学
出
版
会
、

　
　
一
九
八
三
年
、
五
二
頁
註
（
0
2
1
）
が
ア
ク
チ
オ
的
思
考
で
あ
る
。
本
件
決
定
は
、
こ
の
よ
う
な
思
考
に
も
と
づ
い
た
裁
判
手
続
の
形
成
を
避
け
た
。
な
お
、

　
こ
の
ア
ク
チ
オ
思
考
に
対
し
て
、
「
実
体
法
上
、
個
々
の
権
利
を
自
足
的
に
構
成
す
る
一
方
で
、
こ
の
実
体
法
上
の
権
利
の
抽
象
的
総
体
に
訴
訟
法
上
の

　
　
一
般
的
訴
求
可
能
性
を
対
置
す
る
考
え
方
を
、
…
…
実
体
的
思
考
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
」
（
小
早
川
前
掲
書
五
二
頁
）
。

（
2
8
）
（
2
9
）
b
。
＜
Φ
「
δ
閣
①
9
い
。
⑩
。
。
．
参
照
、
同
｝
9
。
三
〇
年
三
謁
①
5
＞
塁
を
一
芽
毒
α
q
①
コ
号
「
＜
Φ
「
冨
。
・
し
・
雪
σ
q
の
「
①
。
耳
。
。
只
Φ
。
夏
コ
σ
q
窪
旧
く
Φ
「
≦
9
巨
＝
σ
q
F
5
0
＜
Φ
「
≦
聾
塁
σ
q
し
・
－

　
＜
①
「
3
7
「
Φ
P
O
Φ
「
Q
り
欝
讐
一
Φ
O
o
①
．
Q
っ
．
＝
○
○
．

（
3
0
）
国
・
し
つ
。
7
ヨ
一
Ω
サ
〉
ゆ
ヨ
磐
P
Z
＜
≦
N
一
り
○
。
ω
・
Q
り
’
月
草
＝
Φ
｝
9
喬
b
．
O
．
．
。
。
■
。
。
O
．
ま
た
ヘ
ル
ト
は
「
本
決
定
は
歓
迎
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
（
旨
＝
Φ
一
ユ
昼
簿
O
；
の
．
○
。
O
）

　
と
す
る
。

（笹田）基本権の実効的保護（三・完）

　
　
　
一
一
実
体
的
基
本
権
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
の
分
析

　
1
　
意
義

　
第
一
に
、
一
体
何
故
、
基
本
法
一
九
条
四
項
と
は
別
に
、
実
体
的
基
本
権
か
ら
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
（
手
続
的
要
請
）
が
引
き
出

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
D
　
ま
ず
基
本
権
理
論
上
の
問
題
が
重
要
で
あ
る
。
既
述
の
如
く
、
へ
ー
ベ
ル
レ
は
七
一
年
の
国
法
学
者
大
会
で
、
手
続
が
基
本
権
実

現
の
た
め
の
重
要
な
前
提
条
件
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
「
給
付
国
家
は
、
全
て
の
人
が
実
際
に
、
平
等
に
自
由
を
行
使
し
う
る

た
め
の
諸
々
の
前
提
及
び
条
件
を
創
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
と
は
、
そ
れ
を
要
求
し
う
る
事
実
上
の
前
提
な
く
し
て
は
無
意
味

　
　
　
　
ハ
ユ
　

な
の
で
あ
る
」
。
ま
た
ヘ
ッ
セ
も
、
自
由
の
置
か
れ
て
い
る
現
代
的
状
況
（
権
利
の
衝
突
、
権
利
行
使
の
前
提
条
件
の
不
足
等
）
と
い
う

こ
と
か
ら
、
手
続
法
及
び
組
織
法
を
高
く
評
価
し
、
「
多
く
の
場
合
、
手
続
法
及
び
組
織
法
は
、
基
本
権
に
適
つ
た
結
果
を
も
た
ら
し
、
従
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
こ

て
前
述
の
問
題
状
況
に
鑑
み
て
、
そ
れ
を
効
果
的
に
保
障
す
る
一
も
し
か
す
る
と
唯
一
の
一
手
風
な
の
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
さ
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論　説

ら
に
ロ
レ
ン
ツ
は
、
こ
の
よ
う
な
理
論
の
展
開
を
承
け
て
、
「
基
本
権
は
、
単
に
、
一
定
の
自
由
領
域
の
内
容
的
保
障
に
と
ど
ま
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　

で
は
な
く
、
手
続
に
よ
る
権
利
の
実
現
の
段
階
に
も
拡
大
さ
れ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
基
本
権
自
身
の
保
障
の
中
に
据
え
付
け
ら
れ
て
い
る
」

と
す
る
。

　
一
方
、
「
基
本
権
保
護
の
実
際
の
程
度
は
、
今
日
の
複
雑
な
行
政
状
況
に
お
い
て
は
、
全
く
抽
象
的
に
、
規
範
に
よ
り
予
め
確
定
さ
れ

え
ず
、
そ
れ
は
、
相
争
う
諸
利
益
や
リ
ス
ク
が
提
出
さ
れ
か
つ
衡
量
さ
れ
る
具
体
的
な
手
続
に
お
い
て
の
み
、
そ
し
て
そ
こ
で
初
め
て
確

　
　
　
　
ハ
く
　

定
さ
れ
う
る
」
と
い
う
事
情
も
、
先
に
述
べ
た
こ
と
と
裏
腹
の
関
係
で
重
要
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
不
確
定
概
念
や
一
般
条
項
が
多
用

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
（
権
利
保
護
の
際
の
時
間
的
要
素
の
意
義
の
増
大
と
黒
影
っ
て
）
、
裁
判
所
に
よ
る
事
後
的
統
制
（
結
果
コ
ン
ト
ロ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

ル
）
及
び
実
体
的
思
考
の
地
位
が
下
落
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
決
定
手
続
に
重
要
性
が
移
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
権
利
保
護

に
お
け
る
手
続
的
保
障
の
意
義
が
ま
す
ま
す
重
要
と
な
る
。

　
謝
　
次
に
基
本
法
一
九
条
四
項
の
解
釈
及
び
射
程
が
問
題
で
あ
る
。
「
実
効
性
は
そ
れ
自
体
を
考
え
る
と
、
価
値
的
内
実
に
つ
い
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

観
点
を
欠
く
、
単
な
る
形
式
的
、
相
対
的
な
基
準
で
あ
る
」
。
そ
れ
故
、
「
権
利
保
護
の
実
効
性
は
、
権
利
保
護
供
与
の
実
現
の
程
度
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、
問
題
と
な
っ
て
お
り
か
つ
具
体
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
基
本
的
）
権
利
の
実
現
の
程
度
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
か
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

し
て
実
効
的
権
利
保
護
は
、
権
利
保
護
を
通
じ
て
の
実
体
的
権
利
の
実
効
性
を
意
味
す
る
」
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
実
効
的
権
利
保
護
請

求
権
は
実
体
的
基
本
権
に
そ
の
一
つ
の
根
拠
を
待
つ
。

　
基
本
法
一
九
条
四
項
の
射
程
に
つ
い
て
言
え
ば
、
「
基
本
法
一
九
条
四
項
の
意
味
で
の
『
公
権
力
』
が
、
第
二
　
　
執
行
　
　
権
力
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
こ

意
味
し
、
第
三
権
力
即
ち
司
法
権
を
意
味
し
な
い
」
が
故
に
、
「
基
本
法
一
九
条
四
項
は
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
通
例
『
行
政
行
為
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　

が
存
す
る
、
全
て
の
手
続
に
対
し
て
は
確
か
に
適
用
は
あ
る
が
、
通
常
の
一
切
の
民
事
訴
訟
事
案
に
は
適
用
が
な
い
」
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
フ
ォ
ル
コ
マ
ー
（
ζ
畏
く
○
＝
r
O
ヨ
∋
①
「
）
は
、
「
民
事
裁
判
官
へ
の
自
由
か
つ
妨
げ
の
な
い
ア
ク
セ
ス
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
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基本権の実効的保護（三・完）　（笹田）

　
　
　
　
　

の
か
？
」
と
問
う
。

　
こ
の
こ
と
に
対
す
る
新
し
い
解
決
策
が
、
訴
訟
に
よ
る
権
利
保
護
を
実
体
的
基
本
権
保
障
の
一
部
と
理
解
す
る
と
い
う
、
連
邦
憲
法
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
り

判
所
判
例
の
方
法
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
「
訴
訟
上
の
救
助
を
受
け
る
権
利
」
に
関
す
る
決
定
で
は
、
「
所
有
権
か
ら
直
接
に
、
憲
法
胆
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ね
ね

を
持
っ
た
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
が
生
じ
る
」
と
さ
れ
、
「
強
制
競
売
手
続
に
お
け
る
所
有
権
保
障
」
に
関
す
る
決
定
で
は
、
「
基
本
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ソ

一
四
条
か
ら
直
接
に
、
実
際
に
効
果
の
あ
る
権
利
保
護
を
与
え
る
と
い
う
裁
判
所
の
義
務
が
引
き
出
さ
れ
る
」
と
判
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で

フ
ォ
ル
コ
マ
ー
は
、
「
基
本
法
一
四
条
に
も
と
つ
く
、
所
有
権
の
実
効
的
権
利
保
護
を
求
め
る
権
利
は
、
　
　
基
本
法
一
九
条
四
項
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
り

合
と
同
様
に
　
　
係
争
事
案
そ
の
も
の
の
包
括
的
審
査
を
求
め
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
民
事
訴
訟
の
領
域
に
関
し
て
、
「
所
有
権
保
障
の

保
護
領
域
に
含
ま
れ
る
、
財
産
権
に
つ
い
て
の
係
争
に
お
い
て
は
、
当
事
者
の
権
利
保
護
（
保
障
）
請
求
権
は
、
基
本
法
一
四
条
一
項
か

　
　
　
　
　
ハ
リ
　

ら
直
接
生
じ
る
」
と
い
う
こ
と
が
堅
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。

　
ま
た
ロ
レ
ン
ツ
も
、
こ
の
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
は
、
「
基
本
法
一
九
条
四
項
が
適
用
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

な
い
私
法
関
係
に
お
い
て
も
、
裁
判
的
保
護
の
原
則
的
な
憲
法
上
の
保
障
を
生
ぜ
し
め
た
」
と
評
価
す
る
。

　
以
上
述
べ
た
ω
、
②
の
理
由
、
さ
ら
に
は
一
で
取
り
上
げ
た
両
部
の
管
轄
権
の
問
題
が
相
侯
っ
て
、
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
は
実
体

的
基
本
権
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
次
に
は
そ
の
内
容
が
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
2
　
内
容

　
ω
　
　
（
実
体
的
基
本
権
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
）
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
に
つ
い
て
、
初
め
て
そ
の
法
的
性
質
に
言
及
し
た
フ
ィ
ン
ケ

ル
ン
ブ
ル
グ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
「
憲
法
上
の
権
利
の
本
質
的
構
成
要
素
の
一
つ
に
、
そ
の
（
権
利
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ゆ
　

笹
田
）
貫
徹
可
能
性
が
数
え
ら
れ
る
、
と
す
る
一
般
的
な
基
本
権
理
論
上
の
言
明
に
達
し
た
」
。
今
や
こ
の
実
効
的
権
利
保
護
の
要
請
は
、

53　（4・133）623



論説

実
体
的
権
利
の
中
に
達
す
る
新
し
い
次
元
を
得
て
い
る
。
か
く
し
て
、
「
基
本
法
中
の
個
々
の
自
由
権
は
、
立
法
者
及
び
行
政
の
行
動
に

制
限
を
課
す
る
の
み
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
同
時
に
、
積
極
的
に
権
利
保
護
を
実
効
化
す
る
実
体
的
権
利
の
形
成
を
要
求
す
る
。
即

ち
、
権
利
の
実
現
を
不
適
切
に
妨
げ
、
も
し
く
は
全
く
排
除
す
る
制
限
を
課
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
」
。
一
つ
の
方
向
を
指
し

示
す
も
の
と
し
て
は
意
味
を
持
つ
こ
の
フ
ィ
ン
ケ
ル
ン
ブ
ル
ク
の
叙
述
も
、
理
論
的
意
味
か
ら
す
る
と
未
だ
明
確
さ
を
欠
く
も
の
と
．
一
．
目
わ

ね
ば
な
ら
な
い
．
．
そ
こ
で
以
下
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
る
ロ
レ
ン
ツ
論
文
及
び
ヘ
ル
ト
論
文
等
を
主
た
る
題
材
と
し
て
議

論
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
．
、

　
a
　
ロ
レ
ン
ツ
は
、
実
体
的
基
本
権
に
も
と
づ
き
か
つ
そ
の
実
現
を
目
的
と
す
る
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
に
は
、
給
付
権
的
内
実
が

属
す
る
と
主
張
す
る
。
即
ち
、
「
へ
裁
判
上
の
）
権
利
保
護
に
よ
る
権
利
の
貫
徹
は
、
全
て
の
基
本
権
の
本
質
的
構
成
要
素
に
属
し
、
か
つ

そ
れ
は
国
家
に
独
占
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
基
本
権
の
実
効
化
は
そ
の
限
り
で
必
然
的
－
．
卜
、
国
家
に
よ
る
権
利
保
護
保
障
に
つ
い
て
の

規
範
的
及
び
組
織
的
前
提
条
件
の
設
定
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
」
。
そ
れ
に
対
し
て
基
本
権
は
、
こ
の
よ
う
な
権
利
実
現
方
式
に
関

し
て
、
「
国
家
の
行
為
義
務
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
そ
れ
に
対
応
す
る
給
付
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
」
の
で
あ
る
が
、
こ
の
給
付
請
求
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
　

の
実
現
は
、
そ
の
法
的
性
質
の
故
－
．
卜
立
法
者
の
活
動
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
様
々
な
利
害
の
調
整
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
「
基

本
権
を
展
開
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
基
本
権
に
、
社
会
的
現
実
の
中
で
実
際
の
効
力
及
び
意
義
を
得
さ
」
め
る
こ
と
が
、
立
法
者
に
ま
さ
し

く
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
．
、
従
っ
て
こ
の
請
求
権
の
内
容
確
定
の
た
め
に
、
基
本
権
の
実
効
化
を
目
的
と
す
る
立
法
者
に
向
け
ら
れ
た
「
憲

法
委
託
」
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
実
体
法
上
の
規
律
及
び
制
度
の
創
設
に
よ
つ
で
、
の
み
な
ら
ず
、
必
須
の
訴
訟
法
上
の
手
段
の
設
定

に
よ
っ
て
履
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

　
結
局
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
は
、
「
訴
訟
法
の
領
域
に
お
い
て
も
、
基
本
権
の
実
効
化
の
た
め
の
立
法
者
へ
の
要
請
と
い
う
性
質
が

認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
越
え
て
独
立
し
て
保
障
さ
れ
、
か
つ
直
接
執
行
洋
船
な
基
本
権
の
部
分
的
内
実
は
看
取
さ
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基本権の実効的保護i（三・完）　（笹田）

　
　
　
ジ
　

れ
な
い
」
と
ロ
レ
ン
ツ
は
結
論
づ
け
る
。

　
樹
　
こ
れ
に
対
し
て
、
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
は
給
付
請
求
権
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
つ
つ
も
、
ロ
レ
ン
ツ
の
議
論
を
克
服
し

よ
う
と
す
る
学
説
の
動
き
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
D
　
実
体
的
基
本
権
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
に
際
し
て
は
、
「
ど
の
程
度
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

基
本
権
か
ら
、
積
極
的
な
国
家
活
動
に
つ
い
て
の
要
請
が
引
き
出
さ
れ
う
る
か
」
と
い
う
問
い
か
け
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、

「
基
本
権
の
意
義
は
、
そ
れ
が
国
家
に
対
す
る
市
民
の
防
御
権
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
客
観
法
上
の
内
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

の
故
に
、
国
家
も
ま
た
基
本
権
の
保
護
の
た
め
に
活
動
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
」
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
国
家
の
保
護
義
務
」
の

　
　
　

理
論
が
密
接
に
関
わ
る
。
基
本
権
の
実
効
化
は
、
実
体
法
上
の
規
律
及
び
制
度
の
創
設
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
手
続
法
上
の
手
段
の
設

定
に
よ
っ
て
も
図
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
国
家
は
、
基
本
権
の
実
現
の
た
め
に
不
可
欠
の
手
続
法
上
の
制
度
を
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
り

従
っ
て
国
家
に
対
し
て
は
、
基
本
権
を
保
護
す
る
た
め
に
活
動
す
る
義
務
が
課
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
勿
　
こ
の
「
国
家
の
保
護
義
務
」
は
、
ま
ず
「
国
家
活
動
に
関
す
る
方
向
づ
け
あ
る
い
は
委
詫
」
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
基
本
権
保
護
に
つ
い
て
の
委
託
が
履
行
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
審
査
し
な
い
、
と
ヘ
ル
ト
は
言
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

こ
れ
に
対
し
て
デ
ー
ル
（
一
）
一
①
樽
Φ
「
　
一
）
O
T
「
「
）
は
、
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
濫
用
、
即
ち
恣
意
に
限
定
さ
れ
る
」
と
述
べ

る
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晒

　
次
に
具
体
的
な
行
為
を
義
務
づ
け
る
「
国
家
の
保
護
義
務
」
に
つ
い
て
、
バ
ド
ゥ
ラ
（
℃
①
8
「
じ
d
⇔
含
轟
）
は
、
「
基
本
権
に
基
礎
づ
け
ら
れ

た
国
家
の
保
護
霧
は
・
一
定
の
条
件
の
下
饗
ば
法
律
の
事
後
改
良
の
不
作
為
に
よ
る
妻
権
侵
害
の
場
△
・
に
、
保
護
を
受
け
る
者
燗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

の
主
観
的
公
権
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
ヘ
ル
ト
も
、
「
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
そ
の
遵
守
を
裁
判
所
が
監
ω

督
す
る
最
低
限
度
の
保
護
要
請
を
、
基
本
権
か
ら
引
き
出
し
て
い
錠
と
し
、
「
こ
の
最
低
限
度
の
枠
内
で
、
国
家
の
保
護
義
務
は
主
観
5
3



論説

　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ご

的
請
求
権
に
対
応
す
る
」
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
ヤ
ー
ラ
ス
（
｝
讐
尻
P
智
「
「
霧
）
は
、
「
保
護
義
務
の
明
白
な
（
㊦
＜
三
窪
樽
）
侵
害
の
み
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

裁
判
上
是
正
さ
れ
う
る
」
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
の
動
向
を
総
括
す
る
。

　
鋤
　
そ
こ
で
例
え
ば
バ
ド
ゥ
ラ
が
「
一
定
の
条
件
」
と
、
ヘ
ル
ト
が
「
最
低
限
度
の
保
護
要
請
」
と
言
い
、
さ
ら
に
ヤ
ー
ラ
ス
が
「
明

白
な
侵
害
」
と
言
う
場
合
に
、
一
体
そ
こ
で
何
が
考
え
ら
れ
て
い
る
か
が
問
題
と
な
る
。
基
本
権
の
侵
害
状
況
と
い
う
も
の
は
旦
百
首
的
に

は
様
々
で
あ
り
、
な
か
な
か
一
般
化
で
き
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
．
．
ま
ず
、

憲
法
上
の
権
利
の
本
質
的
構
成
要
素
の
一
つ
に
、
そ
の
貫
徹
可
能
性
が
数
え
ら
れ
る
と
す
る
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
が
議
論
の
基
礎
と

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
匹
譜
そ
し
て
そ
れ
は
・
実
体
的
基
本
権
の
効
力
（
基
本
法
一
条
三
項
）
そ
し
て
手
続
法
と
基
本
権
の
実
現
と
の
関
連
か

ら
し
て
、
「
基
本
権
上
保
障
さ
れ
た
（
実
体
的
）
法
益
、
つ
ま
り
自
由
及
び
財
産
、
生
命
及
び
健
康
等
を
行
使
す
る
た
め
の
み
な
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

そ
れ
ら
を
効
果
的
に
防
御
す
る
た
め
に
、
基
本
権
者
が
無
条
件
に
必
要
と
す
る
手
続
法
」
を
、
「
国
家
が
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

こ
と
を
導
く
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
に
言
う
「
基
本
権
者
が
無
条
件
に
必
要
と
す
る
手
続
法
」
に
つ
い
て
ヘ
ル
ト
は
、
そ
れ
は
問
題
と
な
っ

て
い
る
基
本
権
の
法
的
性
質
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
基
本
権
の
侵
害
状
況
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
一
概
に
は
言
え
な
い

と
し
つ
つ
も
、
「
市
民
の
権
利
に
関
わ
る
か
も
し
れ
ぬ
国
家
に
よ
る
措
置
が
実
施
さ
れ
る
ま
え
に
、
市
民
は
立
案
さ
れ
た
計
画
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
レ

情
報
を
提
供
さ
れ
（
告
知
）
、
そ
し
て
自
ら
の
意
見
を
述
べ
る
機
会
が
市
民
に
対
し
て
与
え
ら
れ
（
聴
聞
）
」
、
さ
ら
に
、
「
管
轄
権
を
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

す
る
機
関
が
、
公
正
な
方
法
で
そ
の
異
議
申
立
に
根
本
的
に
取
り
組
む
」
と
い
っ
た
こ
と
を
担
保
す
る
手
続
法
の
形
成
を
主
張
す
る
。

　
の
　
結
局
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
学
説
は
、
基
本
権
保
護
に
と
っ
て
必
要
な
手
続
形
成
を
、
「
無
条
件
に
必
要
な
手
続
規
律
」
と
「
国
家
（
と

く
に
、
立
法
者
）
に
委
ね
ら
れ
た
手
続
形
成
」
の
二
段
階
に
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
の
意
義
を
確

保
し
、
加
え
て
公
法
理
論
が
手
続
多
幸
症
に
お
ち
い
る
の
を
防
ご
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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3
　
評
価

　
ω
　
ロ
レ
ン
ツ
は
、
実
体
的
基
本
権
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
を
、
立
法
者
に
向
け
ら
れ
た
要
請
に
す
ぎ
な
い
と

考
え
た
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
「
裁
判
所
は
、
憲
法
と
一
致
し
な
い
侵
害
を
為
さ
な
い
と
い
う
消
極
的
義
務
の

み
な
ら
ず
、
基
本
権
を
実
現
す
る
と
い
う
積
極
的
義
務
を
も
課
せ
ら
れ
る
。
訴
訟
法
は
整
序
さ
れ
た
手
続
を
保
障
す
る
と
い
う
目
的
に
仕

え
る
の
み
な
ら
ず
、
基
本
権
に
と
っ
て
重
要
な
領
域
で
、
具
体
的
事
案
の
中
で
基
本
権
者
に
彼
の
憲
法
上
の
権
利
を
得
さ
し
め
る
た
め
の

　
　
　
　
　
き

手
段
で
あ
る
」
と
べ
ー
マ
ー
は
（
後
に
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
）
言
う
。
し
か
し
、
こ
の
考
え
方
を
文
字
通
り
に
受
け
取
る
な
ら
ば
、
「
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

訟
法
は
、
個
々
の
事
案
で
の
基
本
権
の
実
現
の
要
請
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
「
訴
訟
法
の
相
対

化
あ
る
い
は
不
安
定
が
生
じ
、
訴
訟
法
の
持
っ
て
い
る
法
治
国
家
的
意
義
が
疑
わ
し
く
な
り
、
そ
し
て
専
門
裁
判
所
の
権
限
が
あ
や
ふ
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぜ

な
も
の
と
な
る
危
険
が
差
し
迫
る
」
と
、
ロ
レ
ン
ツ
は
批
判
す
る
。
さ
ら
に
裁
判
手
続
の
持
つ
「
固
有
の
機
能
的
価
値
」
と
い
う
こ
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゼ

ら
も
、
・
ロ
レ
ン
ツ
は
実
体
的
基
本
権
が
手
続
法
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
消
極
的
評
価
を
下
す
。

　
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
例
に
目
を
向
け
る
と
、
第
一
部
に
よ
る
ミ
ュ
ル
ハ
イ
ム
ー
ケ
ル
リ
ッ
ヒ
決
定
、
第
一
次
庇
護
決
定
に
お
い
て
、
「
基

本
権
に
と
っ
て
重
要
な
手
続
法
」
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
、
ロ
レ
ン
ツ
の
懸
念
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
こ
で
第
二
部
は
、
第
二
次
庇
護
決
定
で
、
「
そ
の
と
き
ど
き
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
権
利
（
基
本
権
も
含
め
て
）
に
従
っ
て
、
一
般
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

判
手
続
を
ア
ク
テ
ィ
ォ
法
的
手
続
組
織
へ
と
解
消
す
る
」
こ
と
に
対
す
る
危
惧
か
ら
、
「
基
本
法
一
九
条
四
項
及
び
手
続
基
本
権
を
越
え
て
、

裁
判
手
続
形
成
に
つ
い
て
実
体
的
基
本
権
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
具
体
的
な
規
範
的
帰
聾
を
極
め
て
限
定
的
に
・
即
ち
・
特
別
の
事
情
が
晒

存
し
・
そ
し
て
法
治
国
家
上
肇
さ
墾
ぬ
・
＋
分
な
権
利
保
護
に
つ
い
て
の
必
要
条
件
が
・
さ
も
な
く
ば
も
は
や
量
ら
れ
な
い
だ
ろ
瑚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
む
り

う
と
い
う
こ
と
が
、
一
義
的
に
明
ら
か
に
な
る
場
合
に
の
み
認
め
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
3

　
吻
　
確
か
に
実
体
的
基
本
権
か
ら
、
（
手
続
基
本
権
の
保
障
を
越
え
た
）
具
体
的
な
規
範
的
帰
結
を
広
範
に
引
き
出
す
こ
と
は
、
個
々



説
の
基
本
権
に
固
有
の
特
別
手
続
法
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
、
裁
判
手
続
法
に
期
待
ざ
起
険
い
・
勺
法
婆
定
性
が
著
し
ノ
、
建
白
わ
れ
る
こ
認

論
と
に
な
ろ
う
．
こ
の
意
味
で
・
レ
ン
ツ
の
見
解
は
正
当
で
・
め
っ
た
レ
告
ん
よ
う
、
じ
か
し
一
．
〆
、
の
一
女
、
、
・
レ
・
！
ッ
は
実
諮
権
利
曝
焦
∴

　
　
請
求
権
を
あ
ま
り
に
狭
く
解
し
す
ぎ
た
と
の
批
判
も
ま
た
正
鵠
を
得
て
い
る
。
カ
ル
バ
ッ
キ
の
．
胃
う
よ
う
に
、
「
国
家
の
行
為
に
従
属
し
、
一

　
　
従
っ
て
無
纏
と
な
る
可
能
性
の
存
す
フ
Q
給
付
請
求
権
と
、
（
基
本
権
の
．
…
笹
田
奨
効
性
を
結
び
付
け
る
こ
と
は
、
全
く
不
合
理
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
照

　
　
あ
㍍
－
τ

　
　
　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
ヘ
ル
ト
や
グ
リ
ム
が
基
本
権
の
実
現
に
と
っ
て
必
要
な
手
続
形
成
を
、
「
無
条
件
に
必
要
な
手

　
　
続
規
律
」
と
「
立
法
者
に
委
ね
ら
れ
た
手
続
形
成
」
の
二
段
階
－
．
卜
区
分
し
た
こ
と
は
、
極
め
て
柔
軟
な
解
決
方
法
と
評
価
で
ふ
さ
よ
う
。
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
者
の
場
合
、
立
法
者
が
そ
れ
を
制
定
し
な
い
な
ら
ば
、
「
法
適
用
者
は
、
直
接
基
本
権
に
も
と
つ
い
で
、
そ
れ
を
字
え
ね
ば
な
ら
な
い
」
こ

　
　
と
に
な
る
。
例
え
ば
「
裁
判
所
－
．
ト
よ
る
弁
護
士
の
訴
訟
能
力
の
審
査
」
に
関
す
る
決
定
に
お
い
て
は
、
問
題
と
な
っ
た
法
規
定
は
ト
分
な

　
　
聴
聞
及
び
実
効
的
権
利
保
護
を
保
障
し
て
い
な
か
っ
た
．
・
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
第
一
部
）
は
、
こ
の
法
の
罷
業
を
補
充
す
る
義
務
が
．
げ
…
法

　
　
者
の
み
な
ら
ず
・
裁
判
官
に
つ
い
て
も
存
す
る
と
し
与
ま
た
「
収
容
重
態
貝
数
が
満
を
、
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
訴
の
被
告

　
　
適
格
一
に
つ
い
て
の
決
定
に
お
い
て
は
、
被
告
と
な
る
官
庁
が
不
明
確
で
あ
っ
た
、
即
ち
そ
の
点
に
つ
い
て
法
の
欠
欲
か
存
在
し
て
い
た
，

　
　
連
邦
憲
法
裁
判
所
（
第
一
部
）
は
、
「
立
法
者
は
、
…
…
実
効
的
な
権
利
実
現
の
た
め
に
不
可
欠
な
前
提
条
件
を
創
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
」

　
　
な
い
と
し
た
後
、
「
実
効
的
な
権
利
実
現
が
そ
れ
で
も
っ
て
損
な
わ
れ
る
よ
う
な
方
法
で
、
裁
判
所
は
存
在
し
て
い
る
法
の
欠
訣
を
補
充

　
　
し
て
は
な
ら
な
島
と
判
示
す
る
・
何
れ
の
場
合
も
、
聴
聞
及
び
被
告
適
格
と
い
っ
た
基
本
権
の
実
現
に
と
っ
て
「
無
条
件
に
必
要
な
手

　
　
続
規
律
」
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
立
法
者
の
み
な
ら
ず
裁
判
官
も
ま
た
法
の
欠
欲
の
補
充
で
も
っ
て
基
本
権
の

　
　
貫
徹
の
た
め
に
不
可
欠
の
前
提
条
件
を
創
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
．
．

　
　
　
以
上
の
こ
と
は
、
さ
ら
に
行
政
に
も
向
け
ら
れ
る
，
「
立
法
者
が
、
命
じ
ら
れ
て
い
る
手
続
形
成
を
怠
る
場
合
、
行
政
は
、
手
続
保
護
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ニ
き

に
つ
い
て
の
憲
法
的
核
を
自
ら
与
え
る
こ
と
を
課
さ
れ
る
」
と
ヘ
ル
ト
は
言
う
。
ま
た
ラ
ウ
ビ
ン
ガ
ー
も
、
「
基
本
権
保
護
に
と
っ
て
適

切
な
手
続
規
律
を
制
定
す
る
こ
と
を
立
法
者
が
怠
る
場
合
、
行
政
は
、
そ
の
欠
鉄
を
基
本
権
に
依
拠
し
て
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
行
政
は
、
基
本
権
者
が
そ
の
基
本
権
上
保
護
さ
れ
て
い
る
利
益
を
効
果
的
に
主
張
す
る
た
め
に
必
要
と
す
る
参
加
権
を
認
め
る
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

限
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
も
い
る
」
と
主
張
す
る
。

　
簡
　
実
効
的
権
利
保
護
請
求
権
と
は
、
従
っ
て
単
に
立
法
者
に
向
け
ら
れ
た
要
請
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
「
基
本
権
の
実
現
を
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　

に
す
る
手
続
が
一
般
に
用
意
さ
れ
る
こ
と
が
、
直
接
基
本
権
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
加
え
て
そ
れ
は
倒
で
述
べ
た
よ

う
に
、
立
法
の
み
な
ら
ず
、
司
法
及
び
行
政
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
の
背
後
に
あ
る
の
が
、
「
憲
法
上
の
権
利
の
貫

徹
可
能
性
は
、
そ
の
本
質
的
構
成
要
素
で
あ
る
」
と
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
考
え
方
で
あ
り
、
現
代
国
家
に
お
け
る
自
由
の
実
現
の
た

め
に
は
、
実
際
に
自
由
を
行
使
す
る
た
め
の
前
提
条
件
（
手
続
法
及
び
組
織
法
）
が
基
本
権
論
の
射
程
の
中
に
含
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と

す
る
へ
ー
ベ
ル
レ
、
ヘ
ッ
セ
、
ロ
レ
ン
ツ
の
見
解
で
あ
り
、
さ
ら
に
基
本
権
の
実
現
と
密
接
に
関
わ
り
あ
う
現
代
行
政
に
つ
い
て
の
認
識

で
あ
る
。

　
一
方
、
各
基
本
権
に
特
有
の
手
続
法
が
生
ま
れ
る
と
す
る
ロ
レ
ン
ツ
の
危
惧
に
対
し
て
は
、
基
本
権
保
護
に
と
っ
て
必
要
な
手
続
形
成

を
、
「
無
条
件
に
必
要
な
手
続
規
律
」
と
「
立
法
者
に
委
ね
ら
れ
た
手
続
形
成
」
に
二
分
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
れ
を
取
り
除
く
こ
と
が
可

能
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
二
分
法
は
、
「
基
本
権
の
規
範
的
内
実
」
と
そ
れ
の
「
憲
法
裁
判
に
よ
る
貫
徹
」
と
の
間
に
あ
る
デ
ィ
レ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

マ
を
克
服
す
る
手
だ
て
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
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§
N
．
〉
へ
劃
一
C
9
拓
①
N
つ
c
9
手
続
的
能
動
的
地
位
は
、
「
基
本
権
の
実
現
と
い
う
目
的
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
そ
れ
故
裁
判
手
続
の
局
面
を
越
え
て
、

　
　
手
続
に
よ
る
権
利
の
実
現
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
を
含
む
」
δ
旨
ミ
ニ
く
．
ミ
』
．
○
．
’
Z
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つ
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手
続
的
意
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基
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論
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連
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憲
法
裁
判
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所
に

　
　
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
、
”
本
質
性
理
論
”
の
持
つ
意
義
も
重
要
で
あ
る
。
「
連
邦
共
和
国
の
議
会
民
主
制
に
お
い
で
、
は
、
基
本
権
の
実
現
に
関
す
る
本
質

　
　
的
な
決
定
は
立
法
者
の
管
轄
権
及
び
手
続
に
属
す
る
」
（
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幽
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と
す
る
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
、
「
法
律
の
留
保
」
が
妥
当
す
る
領
域
が
拡
大
し
、
そ
の
結
果
立
法
者
は
一
般
条
項
及
び
不
確
定
概
念
へ
の
逃
避
を
往
々

　
　
に
し
て
試
み
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
行
政
手
続
で
の
事
案
決
定
と
い
う
場
合
が
増
た
す
る
、
．
も
ち
ろ
ん
、
現
代
行
政
の
特
徴
で
あ
る
、
処
分
の
前
提
条

　
　
件
及
び
そ
の
法
効
果
が
法
律
に
よ
り
予
め
規
定
さ
れ
な
い
事
例
の
増
加
と
い
う
こ
と
も
、
そ
こ
で
の
重
要
な
フ
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ヨ
一
・

〔
／
4
二
W
＜
2
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〔
（
二
の
・
茨
）
．
N
に
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）
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（
1
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ご
W
＜
o
「
｛
（
｝
に
・
…
．
N
N
切
．

（
1
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）
ヨ
’
～
、
（
）
＝
罪
（
）
∋
ヨ
¢
「
．
へ
」
≒
○
；
し
つ
．
N
¢
㎝
．
た
だ
し
こ
こ
で
フ
ォ
ル
コ
マ
ー
が
べ
ー
マ
：
反
対
意
見
（
｝
w
＜
亀
【
（
｝
π
一
9
医
〔
歯
）
を
註
（
6
／
V
で
引
い
て
い
る
の
は
疑

　
　
問
が
あ
る
。
ベ
ー
マ
ー
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
実
体
的
基
本
権
と
基
本
法
一
九
条
四
項
を
分
け
て
論
じ
て
お
り
、
フ
寸
ル
コ
マ
ー
か
言
う
よ
う
に
、
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（笹田）基本権の実効的保護（三・完）

　
　
「
基
本
法
法
一
九
条
四
項
の
場
合
と
全
く
同
様
に
」
と
は
解
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
1
7
）
ζ
■
＜
o
＝
ざ
∋
ヨ
Φ
「
．
霜
』
b
；
Q
り
．
N
O
①
■

（
1
8
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】
）
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「
2
N
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＝
惹
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⑩
○
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．
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ω
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①
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界
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美
Φ
一
呂
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q
、
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Φ
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こ
Φ
「
喫
h
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二
く
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①
ω
勾
①
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茸
ω
。
。
畠
三
N
Φ
ω
ぢ
自
Φ
「
幻
Φ
。
三
。
。
只
㊦
。
7
塁
σ
q
色
Φ
ω
し
u
＜
Φ
華
O
団
．
し
り
．
ミ
O
い

（
2
0
）
界
閃
ぎ
冨
幽
呂
ξ
σ
q
昼
斜
9
■
し
り
」
刈
一
．
ペ
ッ
ク
マ
ン
（
ζ
．
じ
d
Φ
鼻
ヨ
雪
コ
）
は
、
実
効
的
権
利
保
護
の
要
請
の
持
つ
、
裁
判
に
よ
る
行
政
の
統
制
と
い
う
客
観

　
　
的
な
法
治
国
家
的
側
面
を
、
正
当
に
も
フ
ィ
ン
ケ
ル
ン
ブ
ル
ク
が
指
摘
し
て
い
る
と
言
う
。
（
7
戸
ロ
ロ
①
O
『
∋
帥
5
5
．
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O
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一
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○
○
①
．
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⊆
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O
①
）
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（
2
1
）
ゲ
ー
ル
リ
ッ
ヒ
も
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権
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独
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代
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利
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．
Ω
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＜
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①
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⑩
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独
占
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基
本
権
の
遵
守
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保
障
す
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続
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前
提
条
件
を
国
家
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創
出
し
な
け

　
　
れ
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な
ら
な
い
」
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一
■
＝
Φ
闇
O
．
o
・
篇
■
O
：
し
り
’
一
刈
Q
Q
）
と
す
る
。

（
2
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）
（
2
3
）
口
8
諾
嵩
．
＞
O
刃
一
〇
9
Q
り
9
①
轟
卜
。
。

（
2
4
）
ヴ
ァ
ー
ル
（
寄
ヨ
①
「
≦
聾
一
）
は
適
切
に
も
、
「
『
手
続
に
よ
る
基
本
権
保
護
』
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
多
く
の
点
で
、
基
本
権
の
配
分
請
求
権
的
次
元
に

　
　
つ
い
て
の
論
争
の
続
き
で
あ
る
」
（
即
箋
訂
一
．
＜
＜
O
Q
り
売
［
自
．
し
。
」
①
↓
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
2
5
）
O
』
o
「
9
N
．
o
■
自
b
二
し
り
■
①
心
呼

（
2
6
）
（
2
7
）
O
．
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o
「
雪
N
昼
斜
9
．
し
り
。
①
ら
ω
．

（
2
8
ζ
＝
Φ
一
〇
■
塁
．
9
．
。
。
」
。
。
ρ
参
照
、
ズ
』
Φ
し
。
し
・
①
』
＝
O
幻
N
一
⑩
刈
。
。
．
し
つ
．
轟
ω
S

（
2
9
）
O
●
O
O
「
「
●
「
巴
「
①
ω
＜
Φ
瓜
讐
「
Φ
戸
Q
ら
●
一
ω
⑩
．

（
3
0
）
最
近
論
議
さ
れ
る
こ
と
の
多
く
な
っ
た
「
国
家
の
保
護
義
務
」
に
つ
い
て
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
基
本
法
一
条
一
項
に
よ
る
と
、
国
家
は
人
間
の
尊
厳
の
保
護
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
人
間
の
尊
厳
の
概
念
に
内
容
上
包
含
さ
れ
る
領

　
　
域
に
お
い
て
、
国
家
は
そ
れ
に
対
す
る
侵
害
を
思
い
と
ど
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
尊
厳
の
保
護
の
た
め
に
積
極
的
に
活
動
し
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
基
本
権
の
保
護
の
た
め
に
活
動
す
る
と
い
う
国
家
の
義
務
は
、
全
く
一
般
的
に
基
本
権
自
身
（
例
え
ば
、
基
本
法
六
条
一
項
、

　
　
四
項
そ
し
て
五
条
三
項
）
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
（
一
）
』
）
O
「
「
、
a
．
禽
●
（
）
；
ω
●
H
①
一
）
。

　
　
　
基
本
権
に
化
体
さ
れ
た
客
観
的
な
価
値
秩
序
は
、
侵
害
し
な
い
と
い
う
こ
と
一
基
本
権
の
防
御
的
機
能
　
　
の
み
な
ら
ず
、
基
本
権
に
よ
っ
て
保

　
　
障
さ
れ
て
い
る
自
由
を
積
極
的
な
行
為
を
通
じ
て
、
つ
ま
り
能
動
的
に
保
護
す
る
こ
と
を
国
家
に
義
務
づ
け
る
の
で
あ
る
（
】
）
」
）
o
「
「
．
§
．
（
）
．
．
。
り
」
①
い
。
）
。
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